
変化に対応できる空間の確保 

計画的な維持管理 

構造躯体の耐久性、耐震性 

長期に利用される構造躯体において対
応しておくべき性能(省エネ性能など) 

内装・設備の維持管理の容易性 

 長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が
講じられている住宅を指します。 
 ①長期に使用するための構造及び設備を有していること 
 ②居住環境等への配慮を行っていること 
 ③一定面積以上の住戸面積を有していること 
 ④維持保全の期間、方法を定めていること 

※上記①～④の全ての措置を講じ、所管行政庁（県または市）へ認定申請を行え
ば、長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。 

耐震性（等級２以上） 
・極めて稀に発生する地震に対し、継続利
用のための改修の容易化を図るため、損傷
のレベルの低減を図ること 

住戸面積 
・良好な居住水準を確保するために必要な
規模を有すること 

維持保全計画 
・建築時から将来を見据えて、定期的な点
検等に関する計画が策定されていること 

維持管理・更新の容易性（等級３） 
・構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・
設備について、維持管理（清掃・点検・補
修）、更新を容易に行うために必要な措置
が講じられていること 

○長期優良住宅（戸建て住宅）のイメージ 

省エネルギー対策（等級４） 
・断熱性能等の省エネルギー性能
が確保されていること 

劣化対策（等級３） 
・数世代にわたり住宅の構造躯体
が使用できること 

居住環境 
・良好な景観の形成その他の地域
における居住環境の維持及び向上
に配慮されたものであること 

○長期優良住宅とは？ 

住まいの玉手箱 【お問合せ先】長崎県住宅課まちづくり班（TEL０９５－８９４－３１０４） 検索 

※認定を受けると次のようなメリットがあります。 
 ・税の特例措置 
 ・住宅ローンの供給支援   など 詳しくは裏面をご覧ください 

★平成28年4月1日から増改築についても認定が受けられるようになりました！ 



平成28年4月1日時点 


